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学会動向

福祉国家の再編 と日本財政への示唆

日本財政学会第61回大会参加記

梅 原 英 治 (大阪経済大学)

2004年10月30,31両 日,宮 城県仙 台市の

東北学院大学 において 日本財政学会第61回 大

会(当 番理事 ・越智洋三氏)が 開催 された.

今大会の特徴 と して,① 分科会 ・報告 ・報

告者 の数が いずれ も前大会 を上 回った こと,

② 日韓両財政学会の交流が深め られ,記 念の

特別分科会が開催 された こと,③ 内容的には,

全体 シンポジウムで福祉 国家 の再編問題が扱

われ,分 科会で も年金 ・医療 ・福祉 ・高等教

育 ・地方財政調整制度な どの報告が多か った

こと,ま た残念 なが ら出席 で きなかったが,

大会前 日に仙台 ガーデ ンパ レスで開催 された

財政理論研究会(代 表:谷 山治雄 ・安藤実両

氏)で も 「社会保障構 造改革 と税制 ・年金問

題」(報 告者 ・二宮厚 美氏[神 戸大])が テー

マ とされ るな ど,全 体 と して今 日の福 祉 国

家 ・財政 を考 える大会 となったことを指摘で

きるで あろう.

そこで本稿で は 「福祉 国家の再編 と日本財

政へ の示唆」 に焦点 を合 わせ て今大会 をまと

めることに したい.

1.分 科会鞠告め状況

は じめ に,前 大会 のまとめ同様(本 誌第26

巻 第1号),恣 意的 な分類 に よるが,分 科 会

報告 の全体状 況を概括 しておこう(表1).

まず,理 論研究 と実証研究 で区分す る と,

理論14本(15.2%),実 証78本(84.8%)と,

実証 が前大 会(:1%)よ りさらに増 えた.

理論の半分は税 制に関する ものである.

実 証研 究78本 を対 象 国別 に見 る と,日 本

54本(69.2%),国 際比較 を含 む外 国24本

(30.8%)で,日 本研 究が前大 会(67。2%)

より微増 してい る.外 国研究 を国別に分け る

と,ア メ リカ6本,世 界 ・国際比較5本,韓

国4本,フ ランス3本,オ ース トラリア2本,

イギ リス ・カナダ ・中国 ・イン ドネシア各1

本 で,前 大 会 よ りアメ リカ偏重が緩和 され,

国 数 も増 え て い る.た だ,世 界 的 に は

BRICs(ブ ラジル,ロ シア,イ ン ド,中 国)

の動 向が注 目を浴 びて い るのに,山 下 道子

(国際協力銀行)「 経済成長 と所得分配」の 中

で中南米 とアフ リカが登場する くらいで,ロ

シアなど旧共産圏0イ ン ドなど南 アジァ,ブ

ラジルな ど中南米,中 近東0ア フリカな どの

諸国 ・地域 を固有に扱 った報告がない.

ついでにいえば,英 文報告は1本 のみ.報

告者のほ とん どは 日本人で,外 国か らの報告

者(留 学生 な どを含む)は ゲス トを含 めて7
～8人 .後 者 は,赤 石孝次氏 との共同報告者

であ るSvenSteinmo氏(コ ロラ ド大)の 欠

席 もあって,す べ て韓国 と中国の方 々(と 思

われる).現 実世界 での グmバ ル化の進展

と本学会 のナシ ョナル な姿 とのギャップを指

摘せ ざるをえない.

次 に,国 家 財政 と地 方 財政 の区分 で見 る

と,国 家財 政57本(62.0%),地 方財 政35

本(38.0%)で,国 家 財政 が昨年 より3%

増 えた.日 本地 方財 政学 会 との分業 を考 え

れば,国 家 財 政が もっ と増加 して もよいの

か もしれない.

国家財政 に関わ る57本 の報告 は,税 制18

本(31.6%),社 会保 障17本(29.8%)と,

両者で6割 を超 える.前 大会 より両分野への

集 中度がやや下が ったの は,高 等教育 と国債

に関わる報告が増 えたか らである.と くに前

者 は2004年4月 の 国立 大学 の法 入化 を反映

した タイムリーな企画 に よる.

昨年はなかった予算 ・会計制度 に関す る報

告が今回はあった.た だ,現 実には,郵 貯民

営化(閣 議決定 「郵政民営化の基本方針」
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表1日 本財政学会第61回 大会における分科会報告の状況

主として理論研究

1.国 家 財 政

(D全 般 OnaInteractbnbetweeDMonetaryandFiscalCommitmellt

inanOverlappingGenerationsmode、(木 内祐 輔)

転 換 期 の 冒本 財 政 と 財 政 学 の 危 機(内 田 正 弘)

② 歳入
(a)税 制 脱税をともなう場合の最適所得(布袋正樹 ・占谷泉生)

中間生産物と投資を考慮した消費税の帰着(船戸徹秋)

遺産 動機,消 費課 税,経 済 成 長(仲 間瑞 樹)

環境税制改革の所得再分配効果と二重配当仮説(小林航)

支 出税 の 実 施 可 能性 に つ い て(塚 本 正 文)

資 本 所 得 と資 産 保 有 課税(篠 原 正 博)

Reexa漁 伽oftheC。rletレHageRu]巳an曲eOp蜘alC。mnユ。dity

TaxStructureinaFour・GoodMode[(小111よしとも/

(b>国 債

(3)歳 出

(a)全 般 ふ たつ の移 転 問題 につ い て(中 村 和 之 ・國崎 稔)

ACoopera巨veandno昏Coopera巨veFo田1dationoftbePrlva[ePダov[sio【i

ofPublicGoods(入 谷 純 ・山 本 真 一)

(b)社 会保障 社会保障制度と出生率(高畑純一郎 ・山重慎二)

(c)そ の 他

(4)予 算 ・会計制 度

⑤ 財政投融資
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2. 地方財政

(1)全 般 地方自治体の技術革新のインセンティブと住民移動〔小林克也) 地方自治体財政の現状分析(佐 久間裕秋) アメリカにおける州・地方財政の現状と課題(舟場正富)

地方公共サー ビスの生産主体(三 木潤一一 カナダBC州 のBusinessImprovementArea〔BIA)制 度〔宮本昌典)

地方自治体の行財政改革に関する要因分析(加藤美穂子) フラ ンスにおけ るコ ミュー ン再編(木 村 陽子〉

住民 自治 と財政 自主権(山 崎正) 日韓地方財政比較 と両 国へ の示唆(クック・ジ ュンホ)

地方財政運営のあ り方(入 江啓彰)

政府間関係から見た地方公共団体の費用関数の推定(石田三成)

地域 経済 における生産効率性(樺 克裕 ・斉藤慎)

農山村地域の活性化と自治体財政(沼 尾波子)
道州制 と北海道開発予算の現状 ・課題(横 山純一)

(2)歳入
(a)地 方 税 分権的環境政策の効率性について(羽田亨) 税源移譲と市町村問格差(竹本亨 ・高橋広雅 ・鈴木明宏) アメリカ州間の投資先選択 と地方税制(中塚賢)

固定資産税制と地方交付税の適正配分 〔近藤学) インドネシアの地方分権化と地方税改革(花井清人・田近栄治〕

固定資産税の応益性(下 山朗)

開発方式のサ イ ト固定資産税収入格差(鷺 明美)

(b)地 方交付税 ・ 地方単独事業と交付税(田 中宏樹) オース トラリアにお ける税 制改 革 と政府

国庫支出金 地方交付税制度の財政調整効果(矢吹初 ・高橋朋一 ・吉岡祐次) 間財政関係(石 田和之)

地域振興と地方交付税の構造変化(中 島正博) オース トラリアの財政調整制度(岩田由加子)

水平的地方財政調整制度の自主的運営と機能に関する実験研究

(森徹 ・稲垣 秀夫 ・蒲田繁則 ・赤城博文)

(c)地 方 債 地方債の元利補給の実証分析(土居丈朗 ・別所俊一郎)

(3)歳 出 老人福祉費の決定要因の検証(中 澤克佳)
(4)公齢 業・蹄 公社・ 地方公営病院におけるインセンティブ問題(野竿拓哉)

・第3セ クター 介護保険総務費の計量分析(山 内康弘)
都道府県別データによる医療サービス生産構造の分析(畑農鋭矢)

⑤ 予算 ・会計制度 地方 自治体 におけ る予算編成手法の変化(的場啓一) イギリス地方 自治体改革 とPFI(杉 浦勉)

財政運営の透明性〔情報公開,政策評価)と事業効率性(赤井伸郎 ・山下耕治)

(注)1.特 別分科会 は含み,シ ンポ ジウム 「グローバ ル化 は西欧型福祉 国家 を変 えたのか一 日本財政への示唆一 」

(加藤榮一,藤 井威,宮 島洋,岡 本英男,金 澤 史男)は 含まない.

2.報 告テーマ はプ0グ ラム段階の もの,副 題 は省略 した。
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福祉国家の再編と日本財政への示唆

2004年9月10日)は 政界 の最大の争点の1

つであ り,政 策金融改革(経 済財政諮問会議

「政策 金融改 革 につ いて」2002年12月),特

別会計改革(財 政制度等審議会 「特別会計の

見直 しについて」2003年12月),予 算 の複数

年度化 の試行的導入(2004年 度予算以降)な

どが急速 に進 行 してお り,予 算 ・会計制度,

特別会計 ・政府関係機 関 ・財政投融資な どに

関す る研究 は もっとあって よい.改 革に関わ

る会員 も少 なか らずお られるが,こ こで も現

実の動向と大会報告 との間に乖離 を感 じた。

地方財 政 に関わ る35本 の報告 は,理 論2

本(5.7%)0日 本 の実証24本(.: .%),外

国の実証9本(25.7%)で ある.日 本 の実証

研究では地 方財政全般 に関わる もの,地 方財

政調整制度 を取 り上 げた ものが多 い.後 者 に

ついては地方単独事業や地方債 の元利償還費

に対す る交付税措置 に関す る報告が3本 あ る

のが眼についた.

報告者の所属先 を見 る と(表2),関 西学

院大9名,一 橋大 ・大阪大各7名,慶 応義塾

大 ・東洋 大 ・東 京大 各6名,ニ ッセ イ基礎

表2所 属先別にみた報告者数(2名 以上)

順 位 所属先
報告者数

教員等 院 生 合 計

/ 関西学院大学 2 7 9

2
一橋大学

3 4 7

2 大阪大学 1 6 7

4 慶癒義塾大学 2 4 6

4
一一」 畠 、〉 瓦 「 題

果件天子 2 4 6

4 東京大学 1 5 6

7 ニ ッセイ基礎研究所 4
―

4

7 中央大学 2 2 4

9 成城大学 3
―

3

9 日本以外の大学 3
一

3

9 神戸大学 1 2 3

9 青山学院大学 3
―

3

9 国立社会保障 ・人口問題研究所 3 一 3

14 法政大学 1 1 2

14 福岡大学 2
―

2

14 明海大学 2 一
2

14 長崎大学 2
一

2

14 財務省財務総合政策研究所 2 ―
2

14 兵庫県立大学 2 一 2

14 横浜国立大学 1 1 2

14 名城大学 2 一 2

(注)1.報 告 者 に は パ ネ リス トを 含 む.

2.所 属 先 が2つ あ る と き は,大 学 に 区分 した.

3.延 べ 数.
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研 ・中央大 各4名 な どとなって いる.相 変 わ

らず 関西学 院大 の奮 闘ぶ りが 目立ち,し か も

今年 は単独 での報告が多かった.

2.福 祉国家の再編をどうみるか

(1)加 藤 ―岡本 論争

さて,大 会2日 目午前 に開かれたシンポジ

ゥム 「グmバ ル化 は西欧型福祉国家 を変 え

たのか― 日本財 政へ の示唆 」 は,金 澤

史男氏(横 浜国立 大)を コーデ ィネータ0と

し,パ ネ リス トに加藤榮一氏(東 京大 ・名誉)0

藤 井威氏(み ず ほ コーポ レー ト銀 ・顧 問),

宮 島洋氏(早 稲 田大),岡 本英 男(東 京経済

大)を 迎えて行われた.

冒頭,金 澤氏 か らシンポジウムの趣旨 とし

て,G¢staEsping-Andersen,7TheThree

WorldsofWel fare(フ αP諺α髭8ηz(Polity

Press,1990)以 来,福 祉 国家 の静態的な国際

比較研究が流行 しているが,変 化を含めた動

態的 な国際比較研 究が必要 なこ と,比 較福祉

国家研究流 行の背 景には福祉 国家がグローバ

ル化 の中で 「ば らけ る」状況があ り,新 自由

主義 的再編 の道 を進 む アメリカ,イ ギ リス,

日本 などと0福 祉 国家 を保 とうとする ドイッ,

スウェーデ ンな どとに分 かれるが,ド イツや

スウェーデ ンといえ ども変 わ りつつあ り,そ

こに西欧型福祉 国家再編 の典型的な姿が現れ

ていること,そ れ らにつ いての研究か ら日本

財政への示 唆を得 ようと考 えた ことなどが話

された.

ところで,出 席者 の うち加 藤 ・岡本両氏 は

林健 久 ・加 藤 榮一 ・金 澤史男 ・持 田信樹 編

『グローバ ル化 と福祉 国家財政の再編』(東 京

大学出版会,2004年)に おいて,グ ローバ ル

化 に対応 した福祉 国家の再編過程の評価 をめ

ぐって対立 した意見 を表明されていた.

す なわち,加 藤氏 が 「19世 紀 末か ら20世

紀 の70年 代初頭 にかけて生成発 展 した福祉

国家 システムは,… …,1980年 代以降,解 体

再編の過程 をた ど り始めた」(27頁)と 述べ

られているのに対 し,岡 本氏 は 「この ような

動 きは福祉 国家そ れ自体 に挑戦するというよ

りも,む しろ福 祉 国家 を長期安 定的な基盤に

乗せ るた めの改革 であ り変容で あ る」(300

頁),「 福祉 国家の中核 をなす社会保 障制度 を

は じめ と した諸 制度 は80年 代の新保守主 義

の攻撃 に耐 え抜 いた し,90年 代以降急速 な展

開 を見せ た経済の グローバ ル化に よっても解

体するこ とはないであ ろう」(308頁)と 主張

されてい るのだった.

それゆえ,こ の シンポ ジウムは両氏以外 の

論者 を含 めることによって 「福祉 国家解体 ・

存続」論争 の再現 ・深化 あるいは収束 を期待

して企画 された もの といえ よう.も っ とも,

人選 は加藤氏に不利ではあるが.

(2)加 藤榮一氏の見解

加 藤氏 は,冒 頭 「現 代福祉 国家 は19世 紀

末か ら形成 されて きたが,1980年 代 を転機に

修正 ・解体 されつつある」 と旗幟 を鮮明に し

て議論 を展 開された(大 筋 は加藤榮一 ・馬場

宏二 ・三和 良一編 『資本 主義は どこに行 くの

か』東京大学出版会,2004年 所収の加藤論文

の後半部分 に沿 ったもの).

まず,20世 紀福祉 国家 の変化 については,

その手法 として,①targeting,②workf'are,

③deregulation,④priva七izationと い う4

つの概念 をあげ られ,① と② については,生

涯年金受給者の厳格化や アメリカの 「個人責

任 と就労機 会調整法」(1996年)に よる就労

強制の強化,「 困窮家族 に対す る一 時的扶助

(TANF)」 制度導入 による職業訓練の参加義

務化 ・扶助期間の限定 な どを例に,③ と④ に

ついてはイギリスの年金民営化,ス ウェ0デ

ンの2001年 年金改 革 による年金水 準引 き下

げ と私的年金優 遇な どを例 に説明された.そ

してこれ らの改革 によって,福 祉 国家 による

労働 の 「脱 商品化」(G.Esping―Andersen)

か ら 「再商 品化」(N.Gilbert)へ の転換が

図 られ,「 人 問の生 活の安定 を第1目 標 とす

るsocialpolicyか ら生存保障 をす るセー フテ

ィネ ッ トと してのsocialpolicy」 へ と変化 し

つっある と主張 された.

次に,20世 紀福祉国家の変化の契機につい

ては,① 高度経済成長が終焉し,福 祉国家 と

高度成長の相互促進的関係が失われたこと,

②少子高齢化 と医学の発達によって年金の受
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福祉 国家 の再 編 と 日本財政への示 唆

給者比率(現 役労働者 に対する受給者の割合)

と罹病率 が上 昇 した こ と,③ 男性 稼得家 族

(male bread-winner family)が 解体 し,家

族の保育 ・養老能力が失 われ,家 族 を主体 に

した社 会保障制度 の正 当性が動揺 した こと,

④ グローバ リゼー ションの進展 によ り企業負

担の低位平準化 が求め られ,単 純労働力の供

給が世界化 された こと,⑤ 福祉国家 を支 えた

イデオロギーが大転換 し,ソ 連社 会主義体 制

の崩壊 によって福祉国家への 「側圧」が な く

な り,市 場 の失敗 よりも国家の失敗 が強調 さ

れ,collectivismよ りもindividualismが 重

視 されて,socialrights思 想 が衰退 して優勝

劣敗思想が蔓延す る ようになった ことを指摘

された。

の弱体化 を通 じて 「広義の福祉 国家」 は大 き

な変化 を とげた.

しか し,社 会保障制度でカバー される 「狭

義の福祉国家」 については,公 的社 会支 出は

安定的 に推移 してお り,「 福祉 国家 の巻 き戻

しは現在の ところ,一 部例外(イ ギ リス とニ

ュー ジーラ ン ド)を 除 けば,控 えめな もの」

である.た だ し,公 的社 会支 出の構 成は変化

してお り,そ こに福祉 国家の対応の違 い,す

なわち北欧型対応,ア メ リカな どの新 自由主

義的対応,家 族依 存の大 陸 ヨー ロッパ型対応

が現 れてい る.大 陸 ヨーロ ッパ型は困難 を極

めているが,雇 用 拡大戦略 をとる北 欧型対応

は危機 を乗 り越 えつつあ り,21世 紀福祉 国家

の参考 とな りうる.

(3)岡 本英男氏の見解

岡 本 氏 は,KarlPolanyigTheGrate

Trαπs!brη協翻o陥(FarrarandRinehart,

1944)の 「二重の運動」 と 「社会の防衛」 の

考え方 「一方で は,市 場 は地球上の全地

域 に広が り0そ こに巻 き込 まれ る財 の量は信

じられないほ ど増大 したの に対 し,他 方では,

もろ もろの措 置 と政策の網の 目が0労 働,土

地,貨 幣に関す る市場の動 きの規制 を意図 し

て強力 な諸 制度へ とまとめあげ られた。……

社会 は0自 己調整的市場 システムに内在す る

さまざまな危険 に対 しみずか らを防衛 した」

(邦訳 『大転換 』東洋 経済新 報社,1975年,

101頁)が 依然 として正 しい とした上で,

福祉 国家 の変化 を 「狭 義の福祉 国家」 と 「広

義の福祉 国家」 を分 けて捉 える必要がある と

して,以 下の ように述べ られた.

まず9社 会保障以外 に地方交付税や義務教

育 費国庫負担 金,公 共事業,中 小 企業対策,

農業 対策な どを含む 「広義の福祉国家」 につ

いて は,① 民営化 と経 済的規 制 ・社 会的規制

双方の緩和 に よって,ス キル ・バ イアスのか

かった リス トラクチ ャリングが進行 し,平 均

的労働者 に とって は雇用不安,賃 金所得格差

の拡大が もた らされた.② 財 政金融政策はイ

ンフレの昂進 のため70年 代 半 ばに完全 雇用

の実現 とい う目標 を放棄 し,イ ンフレ抑制 に

転換 した.そ して金融の規制緩和や労働組合

(0)藤 井威氏の見解

藤 井氏 は0ス ウ ェーデ ン大 使 だった経 験

を踏 まえて 「ス ウェーデ ン型福 祉 国家 モ デ

ル に対 す る 自信 とその背景」 につ いて話 さ

れた(大 筋 は藤井 「スウ ェーデ ン ・スペ シ

ャル』全3巻,新 評論,2002～2003年 に沿

ったもの).

まずaス ウェーデ ンにおけ る福祉 国家形成

の歩 み を,①1934年 就任 のハ ンセ ン首相 の

下で 中立政策 を維持 し,福 祉 国家の枠組み を

構築 した戦 問期,② エ ラ ンデル首相の下で高

度成長政策 をとった戦後期,⑧ 同 じくエ ラン

デル首相 の下 で高福祉高負担路線 を採用 した

1960年 代 か ら1970年 代,④ 福 祉国家 の成 熟

を迎 えた1980年 代 以降の4つ の時期 に分 け

て説 明 され,と りわけ1960年 代 の福祉 国家

の確 立が,① 高福祉高負担 政策,② 政治 ・行

政の徹底 した民主化 ・透明化,③ 徹 底 した地

方分権 と市 町村 合併 に よる地方 自治の強化,

とい う 「三位一体 ビジ ョン」 の下で進め られ

たことを強調 された.

高福祉 高負 担 政策 につ いて は,日 本 は年

金 ・医療 でスウェーデ ンとほぼ遜色 ない水準

にあ るが,ス ウェーデンは社会サー ビス と雇

用政 策ではるか に高い水準 にあ り,出 産育児

等家 族政策支 出(育 児手当や保育所 の充実 な

ど)で 日本 の7倍,高 齢者 ・障害者 サー ビス

支出(老 人 ホー ムの充実 な ど)で 日本の10
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倍 と大 きな差があ り,保 育所 では公営民営 に

かかわ らず コス トの9割 が税 に よって負担 さ

れ,職 業訓練 も他の職に転換 で きるよう長期

間無料 で質の高い訓練 を行っていると述べ ら

れた.高 負担 については,負 担 が重い と言 う

が社会保障給付 費 も多 いので,1998年 の 「修

正 国民純負担率」(租 税 ・社 会保障負担率マ

イナスー般政府財 政収支 の対GDP比 マイナ

ス社会保 障給付 費の対GDP比)を みればス

ウェー デ ン18.5%0日 本17.6%で ほぼ同 じ,

「再修正 国民純負担率」(修 正 国民純負担率マ

イナス公財政支 出教育費 の対GDP比)を み

ればス ウェーデ ンll.9%,日 本14.0%で,日

本の方が重 くなるこ とを指摘 された.

ついで,ス ウェ0デ ンの ヨー ラン ・バー シ

ョン首相 の 「人ロが減少する先進国では,良

好 な福 祉 国家 しか 道 は な い」 とい う言 葉

(『読売新 聞』2004年3月12日 付)を 紹介 さ

れ,こ の ような自信 の背 景 には,① 出生率,

経済成長率,失 業率,財 政収 支 ・政府債務残

高,知 識集約型産業への転換 な どで良好 な成

果 をあげていること,② 国民 が高福祉 高負担

政策 を受け入れてい るこ と,③ ヨーロッパ諸

国の社民系政権が退潮す る中でスウェーデ ン

社民党政権 が政治的安定 を保 っていることを

多 くのデー タを掲 げて話 された.

要するに,藤 井氏 は,ス ウェーデン福祉国

家の再編が福祉 国家 を維持 するための改革で

あるとい う評価 をなされたといえる.

(5)宮 島洋氏の見解

宮島氏 は,グ ローバ ル化 のなかで福祉国家

の抱 える財政問題 を日本 に引 きつけて,概 略

以下の ように発言 され た.

石油 ショック以降0福 祉 国家 を支 えてきた

高成長や人 口要因が な くな り,福 祉国家が再

編 されつつ あるが,加 藤氏の言 うように 「そ

の線 を越 えたのか」が 問題になる.

第1に,日 本の社 会保障は個 人 ・家族単位

の再分 配 よりも,公 共 事業や産業政策,地 方

財政 による地域 ・業種 単位の再分配が雇用や

所得 を支 えてきた側 面がある.と ころがグロ
ーバル化 と少子高齢化 の中で ,ま ず公共事業

と産業政策が一番大 きな影響 を受 け,日 本型

といわれて きた家族 の育児 ・介護機能 は落ち

込み,住 宅保障な どで大 きな役割 を果た して

きた企業の福祉 機能 も労働 コス トの抑制のた

めに維持 で きな くな り,日 本の社会保障 も変

わ らざるをえない状況にある.

第2に,社 会 保 障 再 編 の 方 向 と して,

Workfareア プローチ とBasic lncomeア プ ロ

ーチ が あ る .こ れ は憲 法27条 の勤 労 の権

利 ・義務 か らス ター トするか,25条 の健康 で

文化的な最低 限度の生活保障か らスター トす

る か と い う く ら い 大 き な 違 い が あ る.

Workfareア プローチ は予 防 ・自立支援 の発

想 として使 われ,就 労 を条件 にする考 え方だ

がOBasicIncomeア プローチはその ような

条件 な しに普遍主義 的に最低所得 を保障すべ

きだとい う考 え方である.日 本では日本経 団

連 までBasicIncolneア プローチを主張 して

混乱 してお り,議 論 を整理す る必要がある.

第3に,福 祉 国家 の国際比較 につい ては,

従 来 「高福祉 高負担」 「低 福祉低負担」が言

われてきたが,公 的社会支 出をグロスで見 る

か0ネ ッ トで見 るかで異 なる.政 府志向型 の

北欧で は課税 して現金給付がな されるが,市

場志向型の 日米英 では非課税(社 会 目的の課

税優遇措置)の 形で租税 支出が行われている.

その点 に配慮 してOECDが 福祉 指標 と して

開発 した 「ネ ッ ト公 的総社 会支出」(本 誌 第

26巻 第2号 の宮 島論文 に詳 しい)を 見れ ば,

スウェ0デ ン28.5%,日 本15,7%(1997年,

対GDP比)で グロスで見 た場合(ス ウェー

デ ン35.7%,日 本15.1%)ほ ど大 きな違いは

ない(配 布 レジュメには 「「中福祉 ・中負担』

への収敏」 という言葉があ る).

第4に,税 制 につ いて は,北 欧諸国で二元

的所得税 が採用 されたの は課税ベ ース を拡大

す ることに狙 いがあ り,日 本の金融所得課税

の一体化 が低成長 の中で リスキーな資産に所

得 を振 り向け させ る狙いで行ってい ることと

は性格 が異 なる.

第5に,規 制 緩和 ・民営 化 と地方分 権化

とい う 「二重 の分権化」(R.J.Bennett)に

つ いて は,ス ウェーデ ンで は福祉 国家 を支

えるた め に行 わ れてい るが,経 済財政 諮 問

会議 は 「効 率 的 で小 さな政府」 を作 るた め
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に行 お う としてお り,分 権化 の位置づ けが

必要 である.

第6に,地 方分権化 について は,日 本で は

社会保障 に対す る国の責任が強調 され,社 会

保 険の統合化 ・一元化や 国庫負担な ど集権的

志向が強 く,社 会保障で は福祉の一部で しか

分権が起 こらない ような雰囲気がある.1億

2000万 入の国では集権化 は弊害が起 こりやす

く,ガ バナ ンス とい う観点か ら社会保 険庁 を

含 めた社 会保険の分権 的再編が必要である.

なお,宮 島氏の配布 レジュメ には興味深 い

言葉 が散見 されるのだが,説 明 を飛ばされた

ところが多 かったのが残念 だった.

(6)福 祉 国家一 存続の ための変容か,「 支 援

国家」への解体 か

時 間の都合上,シ ンポ ジウムではフロアか

らの質問が受け付 け られ なか った。金澤氏 か

ら各論者 に補足発言が促 された後,最 後 にパ

ネ リス トに 日本財政への示唆について発言が

求め られた.

藤 井 氏 は,ス ウ ェ ー デ ン ・モ デ ル が 国 民 の

選 択 対 象 と な り え,グ ロ ー バ ル ・ス タ ン ダ ー

ドは1つ で は な い と言 わ れ た.

宮 島氏は,揺 れ戻 しがあ り,福 祉 国家の解

体 はあ りえず,ア メリカ ・モデル も福祉 国家

のあ り方の1つ と指摘 された。

岡本氏 は0歴 史は20～30年 のタームで変化

すること,行 き過 ぎた規制緩和 も反 インフ レ

的財政金融政策 もピー クを過 ぎたこ と,ニ ー

ト問題 を重視 し,職 業訓練 に取 り組 み,労 働

の尊厳を回復す ることが重要 と発言 された.

そ して加藤氏 は,20世 紀福祉国家 に代 わる

新 しいシス テム として 「The Enabling State

(支援 国家)」(NeilGilbert,Transfomation

of theWel fareState,OxfordUniversity

Press,2002)を 紹介 された.こ れ まで国家が

供給 していた社 会サ ー ビス を市場やNPOな

ど中間団体が供給す るようになるが,社 会サ

ー ビス分野 は民間が参入 しに くいの で,民 間

の活動 を支援す る役割 を国家 が担 うようにな

る.そ れが 「支i援国家」だ.20世 紀福祉 国家

は解体す るが,19世 紀 の ように人々の生活 を

すべ て市場 や家族 ・近隣 にまかせ るわけでは

な く,社 会 が人間の生活 を安定 させてい くこ

とに変 わ りはない.こ の点 を整理 しない と,

民営化 をす れば うま くい くとい う議論 に引 き

ず られて しま う.ま た,公 金が間接的 に使わ

れる ようになるため,そ の正統性が保障 され

ず,い ろいろな問題が起 こって くると述べ ら

れた.

(7)加 藤―岡本 論争 について

全体 シ ンポジウムで福祉 国家 の再編問題が

取 り上 げ られたことは,現 代財政の動向 と展

望を大 きな枠組みか ら考 える上 で良い企画で

あったが,加 藤氏 と他の論者 の議論が必ず し

もかみ合 っていなかった ように思われる.

現代資本主義論 とい う枠組 みか ら福祉 国家

を本質 論 的 にア プローチ され てい る加 藤 氏

に0公 的社会支出 は減っていない とい う外 形

的尺度 をぶつけて も議論 はすれ違 う、

加藤氏 は,福 祉 国家 を 「労働者の同権化 と

社会主義の インパ ク トと産業構造の重化学工

業化 とい う3つ の要素 を加 味」 して,「 労 働

者階級の政治的,社 会的,経 済的同権化 を中

核 に して形成 され,全 国民 的な広義 の社会保

障制度 を不可欠の構成要 素 とす る,現 代 資本

主義 に特徴 的 な国家 と経 済 と社会の関係 を表

現す る用語」(加 藤 「西 ドイ ツ福祉 国家の ア

ポ リア」東京大学社 会科学研究所編 『転換期

の福祉 国家(上)』 東京大学 出版会Ol988年

所収,2!9頁)と い う定義 を与 えられた上 で,

1890年 代 か ら1980年 代初頭 までの資本主義

をく組織 資本主義化傾 向,福 祉国家,パ クス

アメリカーナ〉を指標 とする 「中期資本主義」

と捉 え,1980年 代以降 を 「後期資本 主義 の萌

芽期 」 と見 られている(加 藤 「福祉 国家 と資

本主義」工藤章編 『20世紀資本主義H』 東京

大学 出版会,1995年 所収).

それゆえ,批 判者にはそもそも加藤氏の福

祉国家論や中期資本主義論を検討する必要が

あった.こ の点で,私 には岡本氏の議論に疑

問が残った.

第1に,福 祉 国家 を 「狭義」 と 「広義」 に

分け る意味 ・必要性が分か らなかった.か つ

て林健久氏 は,福 祉 国家の財政的枠組み とし

て,① 財 政民主主義,② 中央集中型財政 シス
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テム,③ 地方財政調整制 度,④ 比重の大 きな

社会費0社 会保 障関係 費,⑤ 基幹税 としての

所得税0⑥ フィス カル ・ポ リシー,⑦ 福祉 国

家の国際的連繋,の7点 を上げ られたこ とが

あ るが(林 「福祉 国家 の財 政学 』東京大学出

版会,1992年),そ れ らの一 部 を抜 き出 して

「狭義の福祉 国家」 と名付 けた り,対 象 を広

げて 「広義の福祉 国家」 と呼ぶ ことには賛成

しかねる.福 祉〈国家 〉である限 り,国 家 シ

ステム全体 を対象 とすべ きであろう.

第2に,「 狭 義の福 祉 国家 」 として 「公的

扶助,年 金や医療,介 護 やその他の社会サー

ビス」があ げ られ るのだが(前 掲 「グmバ

ル化 と福祉 国家財政の再編 』288頁),こ れは

社会保障論でい う 「広義 の社会保障」 にほぼ

等 しい.し か し,社 会保障 をさらに広 げれば,

労働権保障,教 育 ・学習権保 障,所 得保 障,

社会 サー ビス保 障,住 宅 ・環境 保障 とい う

「5大 支柱」 がそろって 国民 生活 を保 障す る

もの となる(二 宮厚美 『日本経済の危機 と新

福 祉 国 家 へ の 道 』 新 日本 出 版 社,2002

年).〈 福祉 〉国家 であ る限 り,国 民 の生活

保障体系全体 を対象 とすべ きであろ う。

第3に,そ の社会保障制度 自体,民 営化 ・

市場化 ・営利化に よって 「社会保障 と似て非

な る もの」へ と変 質 しつつ あ る(横 山寿 一

『社会保障の市場化 ・営利化』新 日本 出版社,

2003年,12頁).公 的社会支 出が維持 されて

いると して も,そ の中身は変 わっている.

第4に,ウ ィ レ ンス キ ー らの 「総 支 出 ア プ

ロ ー チ 」(Harold L.Wilensky,TheWel fare

StateandEquality,UIliversityof

California Press,1975)で も,社 会 保 障 支 出

は 経 済 水 準 と 高 齢 化 率 に よ っ て 規 定 さ れ る の

で あ り,公 的 社 会 支 出 の 維 持 が 直 線 的 に福 祉

国 家 シ ス テ ム の 存 続 を 意 味 す る こ と に は な ら

な い.

「広義」 で は解体す るが 「狭義」 には生 き

残 ると言われて も,中 身が変われば福祉 国家

という概念 を使 うべ きで はないだろう.福 祉

国家 にも代 わる新 たな概念装置の開発が必要

と思われた.

また,存 続論 について は,現 状 肯定の議論

に陥 りやすい ことに も注意 を要する.

他方,加 藤 氏 には,「 支援 国家」論 を もっ

と展 開 して ほ しか った.ま た,福 祉 国家 の

様 々 な タイプ を取 り込 ん だ 「解 体」論 も要

請 され るだ ろ う.ス ウ ェーデ ン とアメ リカ

の 問 には 「解体 」 といっ て もや は り大 きな

差異 が あ る し,同 じ新 自由主 義的再編 の道

を歩 む アメ リカ と日本 を比較 して も,ア メ

リカが新 自由主義 的政 策 を と りうる背 景 に

は,人 ロ高齢化 率が2000年 で12.3%と 先進

国 の中 で は最 も低 い部類 に属 し,人 口増加

率 が高 く,移 民 社 会で あ るこ とな ど,日 本

とは異 なる前提 がある.

氏 の組 織化 論 や 同権 化論 には異論 もあ る

が,亡 くな られた加藤氏 に注文 して もいまは

もう届 かない.病 をお して シンポジウムに出

席 され,貴 重 な発言 を残 された ことに感謝 し,

ご冥福 をお祈 り申 し上 げる次 第である.

3.租 税政策 と福柾歯家

(1)消 費税と福祉国家

さて,全 体 シ ンポジウムで提示 された 「ス

ウェーデ ン福祉 国家の 自信」 とは,高 福祉の

財源 として高水準の消費税(消 費型付加価 値

税)を 国民が受容 し,政 治的に安定 した状態

にあるこ とだ と言 い換 えることがで きる.

SvenSteinmo,Taxationand 1)emocracy

(YaleUIliversi七yPress,1993)は そのよう

なスウェー デ ンの税 制をイギリス,ア メリカ

と比較 しなが ら政治 制度 と関係づ けて解 明

し,比 較租税政策史研究 の分野 と歴史的制度

論アプローチの道 を切 り開いた記念碑的作 品

である.そ の枠組み を消費課税 に対象 を絞 り,

ス ウェー デ ンと 日本 の比較 に応 用 した もの

が,1日 目午 前 の 赤 石 孝 次(長 崎大)・

SvenSteinmo(コ ロラ ド大)「 消費税 と福祉

国家一 日瑞比較一 」(出 席 は赤石氏のみ)

であった.

なぜス ウェーデ ンは高水準 の消費課税 の下

で大 きな福祉 国家 をとり,日 本は低水準の消

費課税の下で小 さな福祉 国家 を とるのか.詳

細 な歴史的展 開過程(い わゆる歴史的経路依

存性)の 分析 を省略 して,報 告の要点 をまと

めると以下 のようである.
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スウェーデ ンで は,① 労働者 ・消費者の利

害 を擁護す る社会民主党が比例代表制選挙 に

よって政権 を安定的 に確 保 し,社 民党 を軸 に

財 界 ・労働 組合 ・政府 が 一 同 に集 まって賃

金 ・租税 ・支 出政策 をめ ぐって交渉するコー

ポラティス ト的意思決定制度が確立 されてお

り,長 期的展望 に立った政策運営がで きてき

た.②1960年 の売上税の導入,1969年 の付加

価値税への切 り替 えに際 し,社 民党(と くに

ス トラング蔵相)は 社会保 障の拡大要求 に対

し 「重税 は卵 を産む前 にア ヒルを殺す」 とい

う認識 と自然増収 に依拠 した政策運営の限界

認識 に基づ き,社 会計画 支出の財源 を消費税

と社会保障税 に向けてシ フ トす る必要があ る

と考え,逆 進性 を理由に反対 する左 派に対 し

ては0増 税 と社 会計画支 出の増額 を均衡 させ

ることで説得 し0歳 入調達 の容易 さﾘ福 祉 国

家拡大の容易 さを根拠 に反対す る右 派に対 し

ては,産 業 にとっては所得税 ・利潤税 の増税

よりも消費税の増税 の方 が好 ま しい と訴 えて

説得 した.③ その結果,国 民 は消費税 を直接

的な再分配手段 としてでな く,社 会計画支出

の財源調達手段 として受容 した.と くに高成

長期に導入 された ことは,高 負担が高支出に

よって戻 って くることを国民に刷 り込んだ。

他 方,日 本では0① 地方有権者0小 規模業

者 ・産業界 ・穏健派大企業労働組合 とい う生

産者の利害 を擁護 する自由民主党は,地 方 に

有利に定数配分 された中選挙 区制選挙(1948

～1994年)の もとで集票 目的の短視眼的(マ

マ)な 行動 をとるこ とを余儀 な くされ,地 元

有権 者や小 規模業者 の抵抗 を克服 して消費税

を福祉 国家 の 財源 とす る こ とが で きなか っ

た.② 物 品税 の導入理 由や シャウプ勧告の支

払能力原則,福 祉 国家の弱 さ(税 の利用能力

に対す る政府へ の不信)は,再 分配機 能が

税 ・財政全体 だけでな く,個 別の税制で も追

求 されるべ きである との認識 を国民 に刷 り込

んで きたので,逆 進的 な消費税には強い抵抗

が示 される.③1989年 の消費税導入 に際 して

は消費税収 を上回 る所 得減税 を提供 し,1994

年の国民福祉税構想で も所得税 ・法人税減税

と消費税廃 止 ・福 祉税 導 入 が抱 き合 わせ ら

れ,そ して1997年 の消費税率引 き上 げでは所

得税の先行減税が実施されるなど,低 成長期

に導入された消費税は福祉国家の財源調達と

してでなく,減 税財源 として正当化されてき

た.④ 急激な高齢化の進行と財政赤字の拡大

に直面 して,経 団連は 「福祉政策負担の民間

部門か ら公共部門への移転手段 としての 目的

税」として,連 合は 「給付水準維持と社会保

障負担 ・所得税負担増の回避手段」 として,

財務省 は 「支出権限維持のための安定財源」

としてというように,同 床異夢ではあるが消

費税増税の必要性についての共通認識が形成

されつつあるものの,政 治的環境はコーポラ

ティス ト的意思決定システムの欠如,低 成長

経済ﾘ政 府への信頼の喪失(生 産者重視の政

策)と いう増税を訴えにくい状況にある.

(2)0メ ン ト と リ プ ラ イ

討 論者 の池上岳彦氏(立 教大)か らは,①

税 ・社会保障負担(対GDP比,2001年)を

みれ ば消費税(ス ウ ェーデ ン9%対 日本2%)

よ りも所得税(同 じく16%対 ユ0%)と 社会

保障負担(15%対10%)の 差 の方が大 きく,

所得税(と くに地方所得税)と 社会保 障負担

の方 を研究対象にすべ きであった.② 田中角

栄内閣が労働者の支持 を得 ようとして行 った

「福祉 元年」 を どう評価す るか.③ ス ウェー

デ ンは消費税ばか りか資本所得税 も高いの に

対 し,日 本で は高齢化 関連支出の財 源 として

消費税 の話 ばか り出て くるのは,財 界や高所

得者 の 政治 的発言 力が大 きいか らだ0人 口

800万 人のスウェーデ ンと1億2000万 人のﾘ

本にお ける労働組合 の政治的組織 力 の違い を

みる必要がある.④ 日本の小選挙 区制選挙へ

の移 行 は消費税政 策にどう影響 するか,な ど

の意見 ・質問が出 された.

赤石 氏 の リプ ライは次 の通 り.① 報告 が

S.Steillmoed.,ConsumerCulture(f<〕rth-

coming)の 一部で あるこ とに制約 され ざる

をえなか った.ま た現実 に消 費税が基礎 年金

の財 源 となって きた.②1973年 の 「福祉 元

年」で は2兆 円減税 も行われた.そ れ は法人

税 と物品税 の増税 を財源 としていたので,財

界 も大企業労組 も法人税 の増税 に危 機感 をも

ち,こ の時期 を境 に法人税 の減税 とい う点で
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大企業の労使連合が形成 された.③ スウェー

デンは小国モデルが当てはまるので,法 人税

の増税がただちに企業の海外逃避につながる

という議論はできない.大 企業労組は所得税

の増税に批判的だが,老 後生活保障のための

消費税の増税には寛容である.日 本の場合は

中小企業の労働組合も大企業の労働組合も消

費税の増税を受け入れにくい.ス ウェーデン

型の地方所得税が政治的に受け入れられるか

検討する必要がある.④ 日本では参議院の役

割が大きく,抑 制効果をもっていることを見

る必要がある.

(3)所 得税と福祉国家

赤石氏 は,報 告 の第1の ポイ ン トとして,

従来,福 祉 国家 は累進的な所得税 を財源 にす

る と言われて きたが,ス ウェーデ ンは逆進的

な消費課税 に依拠 して高水準 の支 出を賄 って

い ることをあげ られた.

福祉 国家 が逆進的税 制に依存 していること

は,加 藤淳子 「福祉 国家 の税収構造の比較研

究」(武 智秀之編 「福祉 国家の ガヴァナ ンス』

ミネル ヴァ書房,2003年 所収)な ども強調す

る ところで ある.

これ らの議論は,前 掲Steinmo(1993)が,

アメリカでは限界所得税率が 高 く,財 産税や

相続税 に依存す る一方,ス ウェーデンでは逆

進的消費税 が福 祉国家 を賄 うため に用いられ

てい ることに驚 きの眼 を向けた ところか ら始

まるといってよい.

しか し,池 上氏の指摘 のように,ス ウェー

デンの税収構造(対 国民所得比,2001年)は,

消 費課税18.8%に 対 し個人所 得課税23.6%

と,所 得税 の方が俄然大 きな比重 を占めてい

る.ス ウェーデンは消 費課税 に依存するだけ

で な く0そ れ以上 に累進的所得税 によって高

支出 を支えてい る.そ もそ も租税負担率が高

いのである(も ちろん これに高水準の社会保

障負担 が加 わ る).福 祉 国家 が所 得税 を基幹

税 としていることに変 わ りはない.

そこに視点を向ければ,日 本が 「効率的で

小さな政府」の道を歩むにせよ,福 祉国家型

の大きな政府の道を歩むにせ よ,ま ずは所得

税を総合累進税制として再建することが共通

の土台 として浮か び上がって くる.

ところが,日 本 は,社 会保障制度や財政支

出では新 自由主義 的改革 を進めなが ら,税 制

では消費税依存 を深 める という,人 格分裂 的

な道を歩 んでいる.そ れ はますます大企業や

高所得者 を利す るだけになろう.

この点 で,赤 石 ・Steinmo報 告の政治的イ

ンプ リケー シ ョンが不明瞭であることは残念

だった.結 局,両 氏 は,グ ローバル化に 「お

粗末 なほ ど無 防備」(報 告 要旨集67頁)な 状

況 に立ち向か うために,政 労使のコーポラテ

ィス ト的連合 の結成 を呼 びかけ られているの

か,そ れ とも 「変化 を支持する政治的連合 を

構築する熱 意 を持 つス トレング蔵相の ような

政治的 アク ター」(同 上)の 登場 を期待 され

ているのか,そ れ とも自民党か ら民主党へ の

政権交代 を求め られているのか.

あ るいは,日 本 の消費税 は 「国民全般の福

祉の改善 よりも生産者 に有利に経済的結果 を

作 り出す のに利用 され」(同 上)る だけだ っ

たか ら,消 費税増税 に反対だ と言われてい る

のか,そ れ とも消費税増税 を受け入 れ,税 ・

財政全体 での再分 配を模索する方向 に変 わる

べ きだ と言 われているのか.

消費税増税が政治的 に難 しい環境 にあるこ

とは,政 治家 な らず とも自明のことだ.問 題

はその先 にある.そ こを示 してほしかった.

4.韓 国め福祉国家化

(1)新 自由主義的改革 と福祉拡大の両立

福祉 国家研究 は従来ス ウェーデンな ど北欧

諸国や先進諸 国を対象 として きたが,近 年で

はア ジァや南米 な ど後発国の福祉国家化が注

目されている(宇 佐美耕一編 『新興福祉国家

論』アジア経済研 究所,2003年;広 井良典 ・

駒村康平編 『アジァの社会保障』東京大学 出

版会,2003年;大 沢真理編 『アジァ諸国の福

祉戦略』 ミネル ヴァ書房,2004年,等 々).

今大会で も,日 韓両財政学会交流の特別分

科会 において,李 弦祐(横 浜国立大 ・院)

「韓国財政と社会福祉改革」が,1997年 通貨

危機後のIMF管 理体制下で成立 した金大中

政権の福祉改革を取 り上げ,新 自由主義的構
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造調整 と国家福祉の拡大の同時達成 とい う課

題が韓国の福祉国家化 に どの ような特徴 をも

た らして きたか を解 明 しようとしていた.

金大中政権 は民主主義の実現,市 場経済の

発展 とともに 「生産的福祉 」 を国政 の理念 と

して掲げた(金 大 中r生 産的福祉へ の道』毎

日新 聞社,2002年[原 書1999年]).李 報告

は,生 産 的 福 祉 に つ い て,Anthony

Giddens,TheThirdWay(PolityPress,

1998)を 参考 に,生 存権保障,個 人の自立支

援,分 配の公平,生 活の質の向上 を目的 とし

て,① 総体的 な国家福 祉 システムの構築 と経

済成長の両立,② ワー クフェア原理の積極的

取 り入れ と社会的弱者の 自立支援 による国家

的セー フテ ィネ ッ トの確立,③ 社会的連帯 に

よる福祉 システムの構 築,を 目指 したもの と

整理 された.

この ような理 念 に基 づ き,金 大 中政 権 は

1998年 以 降,雇 用保 険の拡大,国 民年金の適

用拡大(皆 年金),医 療 保険 の国民健康保険

へ の一 元化(皆 保 険),公 的扶 助制 度 改革

(国民基礎生 活保障法 の制定)な どの福祉改

革に取 り組み,一 般会計の社 会開発部門は対

GDP比 で1997年L7%か ら2004年2e4%へ

L7倍 増加 した。

李報告 は,「1990年 代 の福祉 関連支 出の増

大 は,急 激 に進行す る企業の リス トラに対応

する労働政 策 に主導 された もの」 で,「 社会

保 険制度 につ いて は 自己負担 に よる 『高福

祉 ・高給付』への転換 がみ られるし,公 的扶

助や社会福祉サー ビス については積極的な国

家介入 に よって普遍 的にな ってい った」が,

対GDP比 が2%台 に とどまってい ることは

「国家 に よる再分配 は必 要最小限 に留め,自

己負担を増大 させてい くとい うワー クフェア

原理 を取 り入れ ようとす る 『生産的福祉』の

性格 が反映 されている」 と指摘 した.

(2)両 立の背景 にあるもの

討論者の川瀬光義氏(静 岡県立大)は,報

告で は福祉 国家化の韓国的独 自性が明 らかで

な く,日 本 と比べれ ば地域社 会のネ ッ トワー

クによる相互扶助 には強い ものがあることを

指摘 された。 この点で は0新 興福祉 国家論や

東アジア型福祉国家論の批判に性急な報告者

の姿勢が裏目に出たように思われる.

その上で指摘 しておけば,韓 国が 「市場 経

済化 と福祉 国家化 を同時達成」 で きたの は,

家族 や地域の相互扶助 の強 さ もさる ことなが

ら,北 朝鮮 との 「冷戦」 の継続,経 済危機 の

短期克服(実 質経 済成長率 は98年 マイ ナス

6.9%の 後,99年9.5%,00年8.5%,01～04

年平均4.6%)0そ してなに よりも人ロ高齢化

率の低 さ(2000年 で5%程 度)が その背景 に

あ る ように思 わ れた.対GDP比 の低 さも0

それに よってかな り説明で きるはず だ.

李報告 よ り論理 を進めて,韓 国の 「生産 的

福祉Jの 中 に 「市場経済 と福祉 政策 の相補 関

係性」 の 「通時的 ・共時的存在」 を見 る研究

もあ るが(金 成垣 「新 自由主義 と福祉 政策」

社会政策学会編 『新 しい社会政策の構想』法

律文 化社,2004年 所収�232頁),一 般化 す

る前 に,新 自由主義 的改革 とい って も日本 な

どとは異な る条件 にあることを押 さえてお く

必要があるだろう.

いずれにせ よ,福 祉国家化の遅れた日本は,

「福祉 国家形成 と福祉国家危機の同時進行」 に

直面せ ざる をえなかった(武 川正吾 「福祉社

会 と社会保 障」堀勝洋編 『社 会保 障読本(第

3版)』 東洋経済新報社,2004年 所収,20頁),,

日本以上に福祉 国家化の遅れた韓国は,「 福祉

国家形成 と福祉 国家解体の同時進行」 に直面

す るこ とになるのか もしれない.そ れが韓 国

の福祉 国家化 と財政 にどの ような特徴 をもた

らすのか,興 味のつ きない ところであ る。

* * *

本稿準備 のため,た くさんの分科会 に出席

し,レ ジュメな どもかな り集めたが,今 回 は

1つ ひとつの報告 を詳 し くまとめることに し

たため,ほ とん どの分科会報 告が紹介で きな

くな って しまった.本 稿掲載の遅れ とともに,

皆様 のお許 しを乞 うばか りである.

(2004年11月 脱 稿,2005年8月 改 稿)
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